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近
代
日
本
の
仏
教
教
団
に
お
け
る
「
教
学
」

―
そ
の
用
例
と
「
教
師
」
―

阿

部

宏

貴
（
貴

子
）

は
じ
め
に

　

智
山
伝
法
院
で
は
、
平
成
二
十
五
年
度
よ
り
「
教
学
を
再
考
す
る
」
を
総
合
研
究
テ
ー
マ
に
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
前
回
の
研
究

テ
ー
マ
「
近
代
と
仏
教
」
で
は
、
近
代
仏
教
学
が
盛
ん
と
な
っ
た
背
景
や
、
そ
れ
に
伴
い
教
義
研
究
（
教
相
）
が
実
践
体
験
（
事
相
）

か
ら
隔
た
っ
た
経
緯
を
反
省
を
含
め
つ
つ
考
察
し
た
が
、
本
研
究
会
で
は
教
義
と
実
践
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
「
教
学
」
の
枠
組
み
を

考
察
し
、
今
後
ど
の
よ
う
な
「
教
学
」
領
域
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
か
を
議
論
し
て
い
る
。

　

宗
学
と
し
て
の
「
教
学
」
の
再
構
築
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
に
故
宮
坂
宥
勝
猊
下
が
著
し
た
「
智
山
教
学
に
つ
い
て
―
序
説
―
」

（『
現
代
密
教
』
第
九
号
）
で
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
当
論
文
で
は
ま
ず
「
宗
学
」
と
「
教
学
」
を
定
義
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。「

各
宗
の
伝
統
的
教
学
を
「
宗
学
」
と
い
う
。
宗
学
に
つ
い
て
は
「
各
宗
門
の
教
義
に
関
す
る
学
問
」（『
広
辞
苑
』）
で
あ
る
と
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説
明
さ
れ
て
い
る
。
…
一
方
ま
た
、「
教
学
」
―
智
山
教
学
な
ど
―
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
宗
教
の
教
義
の
理
論
と
研
究
」

（『
広
辞
苑
』）
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
学
は
特
定
の
宗
派
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
教
学
も
宗
学
と
ほ
ぼ
同
義
語
で
あ
る

と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う（
１
）。」

　

そ
し
て
、
今
後
の
教
学
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
、（
一
）
両
部
大
経
・
宗
祖
の
撰
述
に
学
ぶ
こ
と
、（
二
）
根
来
・
智
山
の
伝
統

教
学
を
検
討
し
そ
の
継
承
発
展
を
図
る
こ
と
、（
三
）
伝
統
教
学
に
執
わ
れ
る
必
要
は
な
い
が
何
ら
か
の
確
固
と
し
た
教
学
を
根
拠

と
す
る
こ
と
、（
四
）
現
代
の
諸
問
題
、
時
代
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
ロ
ゴ
ス
中
心
の
宗
学
（
仏
教
学
）
と
実
践
的
側
面
を
重
視
す

る
宗
学
（
仏
学
）
を
両
立
さ
せ
る
新
教
学
を
構
築
す
る
こ
と
、
と
提
起
さ
れ
て
い
る（
２
）。

　

私
た
ち
が
常
に
こ
の
問
題
意
識
を
共
有
し
、
こ
れ
を
基
点
と
し
て
研
究
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
「
教
学
」

の
意
味
す
る
領
域
は
あ
ま
り
に
も
広
い
。
当
論
文
で
は
「
宗
学
」
と
同
義
と
定
義
し
つ
つ
も
、
さ
ら
に
広
範
な
学
問
領
域
を
意
図
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、「
教
学
」
の
意
味
を
根
本
か
ら
探
る
た
め
に
、
明
治
期
よ
り
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
の
語
の
用
例
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

明
治
期
に
お
け
る
「
教
学
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
田
中
悠
文
「
近
代
的
仏
教
々
団
と
し
て
の
「
真
言
宗
智
山
派
」
の
成

立
―
「
教
学
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
現
代
密
教
』
第
二
十
四
号
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る（
３
）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
「
教
学
」
は
、
明

治
四
年
に
初
代
文
部
大
臣
の
森
有
礼
に
よ
っ
て
「
教
育
」
を
示
す
語
と
し
て
、
ま
た
明
治
十
二
年
に
は
明
治
天
皇
内
示
『
聖
旨
教
学

大
旨
』
で
「
皇
国
・
道
徳
教
育
」
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
智
山
派
で
は
「
布
教0

・
興
学0

」

を
「
教
学
」
と
見
な
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

た
だ
近
代
以
前
に
「
教
学
」
の
語
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
真
言
宗
の
両
祖
大
師
や
学
僧
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
十
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四
世
紀
に
天
台
宗
の
伝
承
を
表
し
た
光
宗
著
『
溪
嵐
拾
葉
集
』
で
は
、
天
台
の
学
僧
を
「
教
学
輩
」「
教
学
人
」
と
述
べ
て
い
る（
４
）。

ま
た
教0

義
の
学0

問
と
い
う
意
味
で
「
天
台
教
学
」「
教
学
所
談
」
と
い
う
語
も
見
ら
れ
る（
５
）。

そ
し
て
道
元
は
、『
正
法
眼
蔵
』
に
て
禅

学
の
あ
り
方
を
「
た
だ
三
乘
十
二
分
教
を
あ
き
ら
む
る
を
教
学

0

0

ノ
家
風
と
せ
り
」「
こ
の
ゆ
え
に
古
今
に
仏
法
の
真
実
を
学
す
る
箇
箇
。

と
も
に
み
な
従
来
の
教
学

0

0

を
決
擇
す
る
に
は
か
な
ら
ず
仏
祖
に
参
究
す
る
な
り
」
と
述
べ
て
お
り（
６
）、

明
ら
か
に
「
教
学
」
を
学
問
的

伝
統
と
と
ら
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
明
治
期
に
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
教0

義
の
学0

問
と
い
う
意
味
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
特
定
の
宗

派
や
宗
祖
の
教0

義
に
つ
い
て
の
学0

問
を
「
～
教
学
」
と
さ
か
ん
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
時
代
が
か
な
り
下
り
戦
後
の
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
田
中
論
文
で
考
察
さ
れ
た
智
山
派
に
お
け
る
「
教
学
」
の
用
例
を
軸
に
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
用

例
の
変
化
と
、
宗
派
間
の
相
違
を
整
理
す
る
。
次
に
「
教
学
」
と
接
点
の
あ
る
「
教
師
」
の
定
義
を
浄
土
宗
・
真
宗
大
谷
派
・
天
台

宗
・
智
山
派
・
豊
山
派
・
高
野
派
の
宗
制
を
も
と
に
確
認
す
る
。
最
後
に
「
教
学
」
と
「
教
師
」
の
連
関
を
俯
瞰
し
て
み
た
い
。

一
、「
教
学
」
の
用
例

（
一
）
明
治
二
十
年
前
後
の
新
義
派

　

真
言
宗
で
は
、
明
治
十
八
年
に
そ
れ
ま
で
東
寺
に
開
校
し
て
い
た
学
校
「
総
黌
」
を
新
義
大
学
林
と
古
義
大
学
林
と
に
分
け
て
設

立
し
、
翌
年
に
は
智
山
・
豊
山
を
「
真
言
宗
新
義
派
」
と
公
称
す
る
こ
と
な
っ
た
。
田
中
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
際
に
新

義
派
が
提
出
し
た
『
新
義
真
言
宗
別
派
理
由
書
』
に
は
「
豈
亦
興
学0

布
教0

の
要
を
問
う
ふ
の
遑
あ
ら
ん
や
…
以
て
益
々
教
学

0

0

の
拡
張

を
図
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る（
７
）。

こ
れ
が
新
義
派
に
お
け
る
「
教
学
」
の
最
初
期
の
用
例
で
あ
り
、
そ
の
語
は
明
ら
か
に
「
布
教
・
興
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学
」
を
表
し
て
い
る
。
明
治
十
九
年
に
発
行
さ
れ
た
『
真
言
宗
新
義
派
成
規
』
に
は
「
教
学
」
の
語
こ
そ
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
冒

頭
に
は
「
新
義
真
言
宗
」
を
称
し
て
本
派
大
学
林
を
別
置
し
「
布
教0

と
学0

事
と
の
隆
盛
」
を
図
る
と
明
示
す
る
。

　

明
治
二
十
二
年
に
は
新
義
真
言
宗
振
教
会
に
よ
り
機
関
紙
『
密
厳
教
報
』
が
発
行
さ
れ
た
。
こ
れ
も
田
中
論
文
に
指
摘
さ
れ
る

が（
８
）、

こ
の
創
刊
号
に
は
振
教
会
規
則
と
し
て
「
本
会
は
根
嶺
緇
素
の
団
結
を
専
旨
と
し
加
持
一
門
の
教
学

0

0

を
振
起
し
併
せ
て
国
益
を

興
す
を
目
的
と
す
」
と
あ
り
、
続
い
て
高
志
大
了
が
振
教
会
の
目
的
を
「
布
教0

興
学0

」
の
「
教
学
二
途
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

独
立
後
の
新
義
派
で
は
、
独
自
の
教
義
を
学0

び
そ
れ
を
布
教0

す
る
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
「
教
学
」
の
語
が
使
わ
れ
る
場
合
に
は
、
布
教
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
よ
り
も
、
布
教
の
た
め
の
学
習
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。

『
密
厳
教
報
』
に
よ
る
と
、
明
治
二
十
一
年
に
は
「
教
学
研
究
会
」
な
る
も
の
が
発
足
し
て
い
る
。
明
治
二
十
二
年
十
月
の
『
密
厳

教
報
』
第
四
号
の
記
事
に
は（
９
）、

東
京
府
の
新
古
両
派
の
僧
侶
二
百
名
以
上
が
安
心
試
験
を
受
け
、
教
学
研
究
会
が
盛
ん
に
開
催
さ
れ

た
地
域
の
僧
侶
に
優
秀
者
が
多
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
の
同
誌
第
十
六
号
「
教
学
研
究
会
」
の
記
事
に
よ
れ
ば）
（（
（

、
中
野
村

慈
眼
寺
に
お
い
て
三
年
前
か
ら
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
大
学
林
教
授
の
小
柴
豊
嶽
師
が
『
弁
顕
密
二
教
論
』
を
講
じ
た
と
し
、
翌
年

に
も
同
師
に
よ
る
『
吽
字
義
』
が
開
講
さ
れ
た
と
い
う）
（（
（

。

　

一
方
、「
教
学
」
が
学
問
に
走
る
こ
と
の
反
動
も
見
ら
れ
る
。『
密
厳
教
報
』
第
五
〇
号
の
斎
藤
隆
現
に
よ
る
「
密
厳
教
の
教
学

0

0

を

論
じ
て
宗
門
の
拡
大
を
謀
る
」
で
は
、「
興
学0

は
如
実
知
自
心
の
仏
乗
を
学
す
る
正
法
輪
、
布
教0

は
阿
字
本
不
生
の
真
理
を
広
演
分

布
す
る
教
令
輪
な
り
」
と
述
べ
つ
つ
、
い
ま
は
教
相
の
み
に
専
念
し
て
た
だ
解
釈
の
理
論
に
走
り
、
観
法
を
行
じ
ず
菩
提
心
の
本
旨

を
忘
れ
て
い
る
と
非
難
す
る）
（2
（

。
こ
の
こ
と
は
先
に
掲
げ
ら
れ
た
「
教
学
二
途
」
を
忘
れ
、
た
だ
学
問
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
動
向
を
受
け
て
か
、
同
誌
は
明
治
二
十
五
年
の
第
六
十
二
号
か
ら
、
巻
頭
に
「
教
学
」
と
い
う
連
載
記
事
を
掲
載
す
る
。
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初
回
は
、「
真
言
宗
綱
要
」「
般
若
心
経
通
俗
談
」「
慈
雲
尊
者
法
話
」
が
収
め
ら
れ
、
法
話
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
教
義
の
解
説
を

掲
載
し
て
い
る）
（（
（

。
毎
回
異
な
る
教
義
や
法
話
が
収
め
ら
れ
、
明
治
二
十
九
年
の
第
一
四
八
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
。

（
二
）
明
治
三
十
年
以
降
の
智
山
派

　

明
治
三
十
三
年
、
智
山
派
は
独
立
し
、
そ
れ
と
と
も
に
智
積
院
内
に
智
山
派
中
学
林
と
智
山
派
大
学
林
を
開
設
し
た
。
す
で
に
政

府
は
、
明
治
三
十
二
年
に
「
私
立
学
校
令
」
と
、
そ
れ
に
伴
う
訓
令
第
十
二
号
「
宗
教
教
育
禁
止
令
」
を
公
布
し
て
お
り
、
智
山
派

も
大
学
林
を
私
立
大
学
に
す
べ
く
、
普
通
科
目
等
の
充
実
と
学
校
整
備
を
図
る
が
資
金
や
設
備
等
の
不
足
か
ら
非
常
に
困
難
な
状
況

で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
三
十
六
年
に
「
専
門
学
校
令
」
が
公
布
さ
れ
る
と
大
学
林
を
専
門
学
校
に
す
る
た
め
「
智
山
勧
学
院
」
と

改
め
た
。
こ
う
し
て
発
行
さ
れ
た
明
治
三
十
八
年
の
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
宗
典
』
で
は
、
大
き
く
条
項
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
こ
に

「
教
学
」
の
新
た
な
用
例
が
現
れ
る
。

第
五
章　

教
育

　

第
三
十
二
条　

本
派
は
僧
侶
に
必
要
の
学
科
を
授
け
教
学
堪
能
の
教
師

0

0

0

0

0

0

0

を
養
成
す
る
為
め
宗
学
校
を
置
く
。

　

第
三
十
三
条　

本
派
僧
侶
檀
信
徒
の
子
弟
を
教
育
す
る
為
め
普
通
学
校
を
設
く
る
こ
と
を
得

第
六
章　

布
教

　

第
三
十
五
条　

本
派
の
教
義
を
宣
揚
し
済
世
度
生
の
為
め
左
の
布
教
を
実
行
す

　

第
三
十
七
条　

布
教
堪
能
の
教
師

0

0

0

0

0

0

0

を
養
成
す
る
為
め
布
教
練
習
所
を
置
く

智
山
勧
学
院
学
則　

第
一
章　

総
則
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第
二
条　

本
院
は
自
他
部
の
仏
教
を
主
と
し
兼
て
参
考
余
科
の
学
科
を
加
え
て
教
授
し
進
ん
で
事
教
二
相
の
蘊
奥
を
研
究
せ
し
む

る
処
と
す）
（（
（

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
学
校
、
す
な
わ
ち
智
山
勧
学
院
で
は
教
学
に
堪
能
な
教
師

0

0

0

0

0

0

0

0

を
養
成
す
る
た
め
宗
学
・
仏
教
学
を
教
え
、
事
教
二

相
の
研
究
を
促
し
、
布
教
練
習
所
で
は
布
教
に
堪
能
な
教
師

0

0

0

0

0

0

0

0

を
養
成
す
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
「
教
学
」
は
制
度
上
「
布
教
」
と
異

な
る
領
域
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
宗
制
に
て
初
め
て
「
宗
務
所
」
に
「
教
学
課
」
が
設
置
さ
れ
る
。
教
学
課
の
任
務
は
、
布
教
・
教
会
講
社
・
学
事
・

学
階
教
師
補
免
・
法
資
養
成
に
関
す
る
件
と
定
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
教
学
」
は
宗
学
校
で
の
学
問
を
示
す
一
方
で
、
教
学

課
と
し
て
は
布
教
・
教
育
・
教
師
補
免
の
領
域
を
担
う
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
「
教
学
」
の
用
例
は
大
正
期
の
宗
制
ま
で
ほ
と

ん
ど
変
更
し
て
い
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
新
義
派
で
は
明
治
十
九
年
以
前
か
ら
「
教
学
」
を
布
教0

と
興
学0

と
捉
え
、
明
治
三
十
年
代
に
は
宗
派
の
機
関
と
し
て
、

そ
の
両
者
を
管
理
す
る
「
教
学
課
」
が
現
れ
た
。
し
か
し
狭
義
に
は
「
宗
学
校
で
の
学
問
」
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

で
は
次
に
、
他
の
宗
派
が
「
教
学
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

（
三
）
他
宗
の
場
合

豊
山
派

　

豊
山
派
の
場
合
、
大
正
元
年
の
『
豊
山
派
宗
憲
宗
規
』「
第
一
編
宗
憲
」
お
よ
び
「
教
育
規
則
」
に
示
す
通
り
、
ほ
と
ん
ど
智
山

派
と
変
わ
ら
ず
、「
教
学
」
を
宗
学
校
で
あ
る
豊
山
大
学
に
て
養
う
学
問
と
捉
え
て
い
る
。
だ
が
、「
布
教
」
の
代
わ
り
に
「
伝
道
」
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と
い
う
語
を
用
い
る
た
め
、
そ
も
そ
も
「
教
学
二
途
」
の
考
え
方
を
あ
ま
り
固
持
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

第
五
章
教
育

　

第
三
十
条　

教
育
は
宗
門
必
須
の
学
科
を
授
け
教
学
堪
能
の
教
師

0

0

0

0

0

0

0

を
養
成
す
る
を
目
的
と
す

　

第
三
十
一
条　

教
育
の
目
的
を
達
せ
ん
が
爲
め
宗
学
校
を
置
く

第
六
章
伝
道

　

第
三
十
四
条　

伝
道
は
本
派
の
教
義
を
宣
揚
し
済
世
度
生
の
目
的
を
達
す
べ
き
も
の
と
す

　

第
三
十
六
条　

伝
道
講
習
の
機
関
と
し
て
講
習
所
を
設
く
る
こ
と
を
得）
（（
（

古
義
派

　

古
義
派
の
場
合
に
は
、
明
治
期
の
宗
制
を
見
る
か
ぎ
り
「
教
学
」
の
語
は
な
い
。
そ
こ
で
明
治
三
十
六
年
に
祖
風
宣
揚
会
に
よ
り

発
行
さ
れ
た
『
六
大
新
報
』
の
記
事
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
同
年
七
月
の
創
刊
号
で
は）
（6
（

、
巻
頭
社
説
「
六
大
新
報
の
本
領
」
に
真
言
宗
教
義
の
発
揚
を
目
的
と
す
る
と
力
説
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
真
言
宗
の
教
義
は
、
孔
子
の
仁
義
、
老
荘
の
自
然
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
育
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
利
己
論
、
キ
リ
ス
ト
教
の
博
愛

主
義
な
ど
「
各
教
各
派
の
教0

義
学0

説
」
を
包
含
す
る
と
し
、
弘
法
大
師
は
「
智
的
方
面
に
於
い
て
毎
に
進
歩
的
態
度
を
執
り
…
六
大

周
遍
の
一
大
原
理
に
基
き
古
人
東
西
の
有
ゆ
る
教
学

0

0

を
網
羅
吸
収
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
教
学
」
は
、
各
宗
教
や
各

学
者
の
思
想
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
巻
頭
に
続
き
、
の
ち
に
真
言
宗
の
貫
主
と
な
る
土
宜
法
龍
が
「
祖
風
宣
揚
会
の
設
立
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
「
宣
揚
会
の
取
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る
べ
き
業
務
如
何
と
云
う
に
、
内
は
我
が
宗
派
に
向
て
教
学

0

0

発
展
の
世
話
や
き
と
な
り
、
外
は
社
会
の
公
益
事
業
に
対
し
て
直
接
に

間
接
に
、
自
ら
主
人
公
と
な
り
、
ま
た
は
人
の
善
事
を
補
助
す
る
世
話
人
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
内
の
「
教
学
」
は

外
の
「
布
教
」
と
は
異
な
る
領
域
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る）
（（
（

。

　

明
治
三
十
九
年
七
月
の
巻
頭
社
説
「
宗
学
発
揮
」
で
は）
（（
（

、「
教
学
」
と
「
宗
学
」
と
が
異
な
る
学
問
領
域
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

維
新
以
来
、
西
洋
の
科
学
・
哲
学
に
対
抗
し
て
仏
教
哲
学
は
盛
ん
と
な
っ
た
が
、
宗
学
が
発
展
し
て
い
な
い
と
し
、「
而
し
て
所
謂

史
的
研
究
、
比
較
的
研
究
の
結
果
、
各
宗
祖
師
の
伝
記
、
教
理
の
価
値
等
も
漸
く
明
確
と
な
り
、
教
学
の
盛
実

0

0

0

0

0

に
前
古
に
比
な
し
と

云
う
も
可
也
。
さ
れ
ど
…
我
宗
義
は
未
だ
多
く
世
に
解
説
せ
ら
れ
ざ
る
が
如
き
は
何
故
ぞ
や
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
宗
学
に
は

口
伝
相
承
の
尊
重
と
同
時
に
、
史
的
研
究
や
比
較
研
究
な
ど
の
新
し
い
研
究
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
教
学
」

を
仏
教
の
思
想
的
・
歴
史
的
考
察
と
見
な
し
、
伝
統
教
義
の
学
習
で
あ
る
「
宗
学
」
と
は
別
に
捉
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
古
義
派
で
は
「
教
学
」
を
仏
教
研
究
と
見
な
す
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
「
布
教
」
と
「
興
学
」
が
乖
離
す
る
こ

と
を
憂
う
発
言
も
現
れ
る
。『
六
大
新
報
』
で
主
筆
を
務
め
、
学
者
で
も
あ
っ
た
羽
峰
（
高
見
寛
応
）
は
、
明
治
四
〇
年
の
『
六
大

新
報
』
に
「
立
教
の
精
神
と
教
学
の
方
針
」
を
寄
稿
し）
（（
（

、「
教
学
二
途
」
す
な
わ
ち
布
教0

と
学0

理
の
分
離
を
非
難
し
て
い
る
。「
布
教
」

は
西
洋
的
な
演
説
の
影
響
で
法
談
に
終
始
し
、「
学
理
」
も
知
識
の
培
養
ば
か
り
で
内
的
修
養
は
疎
か
に
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
そ
「
菩

薩
戒
、
結
縁
も
し
く
は
受
明
灌
頂
の
如
き
を
布
教
本
位
に
置
き
」「
従
来
の
講
伝
、
伝
授
は
や
は
り
学
究
的
傾
向
が
あ
っ
て
、
そ
の

特
徴
を
直
現
す
る
風
尚
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
布
教0

と
学0

理
は
不
可
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
基
礎
は
事
相

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
古
義
派
の
碩
学
は
「
教
学
」
を
「
宗
学
」
と
は
異
な
る
教
義
の
思
想
的
研
究
と
見
な
し
、
ま
た
「
教
学
二
途
」

に
触
れ
る
も
「
布
教
」
を
前
面
に
出
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
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浄
土
宗

　

浄
土
宗
で
は
、
明
治
初
期
か
ら
「
教
学
」
の
語
を
用
い
て
い
た
。
明
治
九
年
、
増
上
寺
と
知
恩
院
は
そ
れ
ぞ
れ
宗
学
校
東
校
・
西

校
を
開
校
し
、
こ
の
東
校
開
校
式
に
際
し
増
上
寺
の
福
田
行
誡
が
述
べ
た
「
祝
諭
の
文
」
に
は
「
教
学

0

0

に
二
種
あ
り
、
一
に
曰
く
内

教
、
二
に
曰
く
外
教
」
と
あ
り
、
宗
学
や
諸
学
問
の
勉
学
の
必
要
性
を
説
い
た
と
い
う）
2（
（

。
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
「
教
学
」
を
学
校

で
の
学
問
と
見
な
し
て
い
る
。

　

明
治
二
十
五
年
の
『
浄
土
宗
制
規
類
纂
』「
第
十
二
章
僧
侶
」
に
お
い
て
も
、「
教
師
は
宗
学
高
等
科
を
卒
業
し
た
る
者
之
に
任
ず
、

前
項
の
外
学
識
徳
望
あ
り
て
教
学

0

0

の
事
に
功
績
あ
る
も
の
は
公
会
に
諮
詢
し
て
教
師
に
任
ず
る
こ
と
あ
る
べ
し
」
と
あ
る）
2（
（

。
す
な
わ

ち
宗
学
校
で
の
学
科
の
履
修
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の
学
識
の
あ
る
者
が
教
師
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
二
十
八
年
の
『
浄
土
宗
現
行
宗
制
法
規
類
纂
』
に
な
る
と）
22
（

、「
学
階
」
の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
五
級
得
業
は
、
宗
学

高
等
全
科
を
卒
業
し
た
も
の
に
与
え
ら
れ
、
四
級
擬
講
は
「
得
業
の
学
階
を
受
け
た
る
後
本
校
又
は
支
校
の
教
授
其
他
教
学
の
事

0

0

0

0

に

熟
練
し
た
る
者
」
と
さ
れ
、
三
級
講
師
は
、
四
級
を
受
け
た
七
年
後
よ
り
「
教
学
の
事
に

0

0

0

0

0

熟
練
し
学
徳
共
に
一
宗
の
師
長
と
為
す
に

堪
へ
た
る
者
」
と
あ
る
。
高
等
科
の
学
科
の
履
修
を
条
件
と
し
て
昇
級
す
る
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
学
問
研
究
と
と
も
に

教
育
経
験
を
も
意
図
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

明
治
三
十
一
年
の
『
浄
土
宗
制
規
類
聚
附
・
宗
制
義
解
』
に
な
る
と
、「
教
学
院
」
な
る
機
関
を
設
立
し
、「
教
学
院
は
布
教0

宗
学0

及
び
学
階
に
関
す
る
規
則
を
協
賛
し
幷
に
教
学

0

0

事
項
の
付
官
長
の
諮
詢
に
応
答
す
」
と
記
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
初
め
て
「
布
教
」

「
宗
学
」
の
双
方
を
担
う
機
関
が
設
け
ら
れ
た）
2（
（

。
ち
な
み
に
宗
務
組
織
と
し
て
は
す
で
に
「
布
教
部
」
と
宗
学
校
や
徒
弟
教
育
に
携

わ
る
「
宗
学
部
」
は
分
か
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
に
お
い
て
も
、
狭
義
に
は
宗
学
・
一
般
教
養
を
含
め
た
宗
学
校
で
の
学
問
を
「
教
学
」
と
い
う
が
、
明
治
三

十
年
代
に
な
っ
て
「
布
教
」「
宗
学
」
を
「
教
学
院
」
組
織
の
な
か
に
組
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。

真
宗
大
谷
派

　

真
宗
大
谷
派
は
他
の
宗
派
に
先
ん
じ
て
「
教
学
二
途
」
を
主
眼
と
し
た
教
育
改
革
を
行
っ
て
い
る
。
明
治
五
年
に
、
東
本
願
寺
の

大
谷
光
瑩
や
石
川
舜
台
ら
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
い
、
パ
リ
で
岩
倉
具
視
・
伊
藤
博
文
の
一
行
と
接
触
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
翌
年
に
帰
国
す
る
と
、
宗
内
に
は
翻
訳
局
が
整
備
さ
れ
、
仏
典
の
翻
訳
や
真
宗
典
籍
の
編
集
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
学
寮
も
「
貫
練
場
」
と
改
称
さ
れ
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
近
代
的
な
学
科
シ
ス
テ
ム
へ
と
改
編
さ
れ
た
。
宗
乗
の
ほ
か

余
乗
の
真
言
・
天
台
・
華
厳
・
法
相
・
三
論
・
律
・
倶
舎
の
科
目
は
充
実
し
、
さ
ら
に
梵
語
学
、
ま
た
地
理
や
史
学
や
算
法
な
ど
の

外
学
の
科
目
も
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
貫
練
場
は
「
貫
練
教
校
」（
明
治
十
二
年
）
の
改
称
を
経
て
、「
大
学
寮
」（
明
治
十
五
年
）

と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
学
問
が
形
式
化
し
、
道
徳
教
育
や
門
徒
へ
の
布
教
が
衰
退
し
た
反
省
か
ら
、
明
治
十
六
年
に
は
大
学
寮
を
開
始
し
「
教

学
振
起
」
を
提
唱
す
る
。
こ
の
と
き
の
通
達
『
配
紙
』
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
維
新
以
来
、
教
学

0

0

策
進
の
道
を
開
き
、
教
校
を
各
地
に
置
き
、
布
教
を
海
外
に
お
よ
ぼ
し
、
お
お
い
に
一
宗
の
繁
盛
を
希
望
あ

ら
せ
ら
れ
候
と
こ
ろ
、
や
や
も
す
れ
ば
世
上
の
風
潮
に
移
さ
れ
、
何
と
な
く
教0

家
の
本
意
に
も
ど
り
、
学0

業
は
名
利
の
階
梯
と
な

り
、
道
徳
の
風
儀
は
自
然
に
滅
し
、
そ
れ
が
た
め
、
門
徒
の
信
用
も
し
た
が
い
て
か
ろ
ん
じ
…
こ
の
度
ま
ず
大
学
寮
を
再
築
し
、

三
講
者
を
置
き
、
教
育
の
方
法
を
改
良
し
、
教
学

0

0

策
励
遊
ば
さ
れ
候
御
趣
意
に
候
条）
2（
（

。」

　

こ
の
よ
う
に
、
学
問
と
布
教
の
堕
落
を
嘆
き
、
あ
る
べ
き
「
教
学
」
の
場
の
設
置
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
明
治
二
十
一
年
に
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は
、
宗
内
に
「
布
教
・
勧
学
」
を
担
当
す
る
「
教
学
部
」
が
設
置
さ
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
新
義
派
は
明
治
十
九
年
の
独
立
に
伴

い
、「
教
学
二
途
」
の
隆
盛
を
唱
導
し
た
が
、
こ
れ
は
大
谷
派
の
よ
う
に
教
育
改
革
が
進
む
他
宗
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

　

さ
て
、
明
治
二
十
七
年
に
は
清
沢
満
之
を
中
心
と
し
て
大
学
寮
の
改
革
が
行
わ
れ
た
。「
大
学
寮
条
例
」
で
は
、「
本
科
」「
研
究
科
」

に
宗
乗
・
余
乗
・
外
国
語
・
近
代
科
学
な
ど
の
学
科
を
設
け
、
伝
統
的
な
師
資
相
承
に
よ
る
教
育
が
「
安
居
」
と
し
て
、
そ
の
下
に

設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
の
改
革
が
あ
ま
り
に
厳
格
だ
っ
た
こ
と
や
、
安
居
の
位
置
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
学
制

は
長
く
続
く
こ
と
な
く
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
明
治
二
十
九
年
に
は
、
大
学
寮
の
「
本
科
」「
研
究
科
」
が
「
真
宗
大
学
」
に
、「
安

居
」「
宗
乗
専
攻
院
」
は
「
真
宗
高
倉
大
学
寮
」
に
分
離
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
真
宗
大
学
の
目
的
は
「
派
内
の
僧
侶
を
し
て
、
深

く
宗
乗
・
余
乗
等
須
要
な
る
学
科
を
研
習
せ
し
め
、
教
導
の
重
任
を
尽
く
す
に
足
る
べ
き
智
徳
を
養
成
す
る
」
と
あ
り
、
安
居
は
「
師

資
相
承
を
重
ん
ず
る
の
本
旨
に
も
と
づ
き
、
法
主
特
命
の
講
義
を
な
し
、
宗
意
を
受
得
せ
し
む
る
と
こ
ろ
」
と
定
め
ら
れ
た）
2（
（

。
真
宗

大
学
の
初
代
学
長
に
は
清
沢
満
之
が
就
き
、
前
述
の
田
中
論
文
に
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
布
教
と
勧
学
を
意
味
す
る
「
教
学
」
の

充
実
が
再
度
提
起
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
西
欧
の
学
問
を
具
え
つ
つ
宗
義
や
仏
教
教
義
を
自
由
討
究
す
る
重
要
性
を
訴
え
、
門
徒
へ
の

布
教
に
耐
え
う
る
智
徳
を
も
つ
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
一
方
で
高
倉
大
学
寮
は
師
資
相
承
と
宗
義
の
研
鑚
を
重
視

す
る
こ
と
と
な
り
、
両
者
に
確
執
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

明
治
三
十
三
年
の
宗
制
『
真
宗
大
谷
派
宗
門
時
言
』「
第
八
篇
教
学
」
に
は
「
勧
学
」「
布
教
」
の
細
則
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
序

論
に
は
次
の
よ
う
に
、
学
問
に
対
す
る
布
教
の
軽
視
を
問
題
と
し
、
布
教0

と
勧
学0

の
一
体
た
る
「
教
学
」
を
強
調
し
て
い
る
。

「
教0

と
学0

と
は
親
密
不
可
離
の
関
係
を
有
し
教
は
学
に
よ
り
て
成
立
し
、
学
は
教
に
よ
り
て
活
用
す
。
換
言
す
れ
ば
教
は
学
の
目

的
に
し
て
学
は
教
の
手
段
た
り
…
手
段
た
る
学
は
重
く
目
的
た
る
教
は
反
て
軽
せ
ら
れ
る
る
が
如
き
傾
あ
る
は
…
教
学

0

0

相
依
り
て
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双
翼
の
軽
重
な
き
が
如
く）
26
（

」

　

こ
う
し
て
大
谷
派
で
は
、「
教
学
」
を
「
自
由
討
究
の
学
問
」
と
「
布
教
」
と
見
な
し
、
二
途
一
体
の
立
場
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
智
山
派
な
ら
び
に
他
宗
の
「
教
学
」
の
用
例
を
見
て
き
た
。
概
し
て
「
教
―

学
」
の
複
合
語
は
「
教0

え
る
こ
と
・
学0

ぶ
こ

と
」「
学0

問
を
教0

え
る
こ
と
」「
教0

え
を
学0

ぶ
こ
と
」
と
い
う
読
み
方
が
あ
る
。

　

明
治
初
期
に
は
、
一
般
に
「
教
え
・
学
ぶ
」
た
め
の
教
育
方
針
や
教
育
科
目
の
仕
組
み
を
表
し
て
い
た
。
し
か
し
仏
教
教
団
に
お

い
て
は
、
明
治
十
二
年
に
福
田
行
誡
が
「
教
学
」
を
内
教
と
外
教
の
学
習
と
述
べ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
教0

え
を
学0

ぶ
こ
と
」、
す

な
わ
ち
宗
学
校
に
お
け
る
宗
学
や
一
般
教
養
の
学
習
を
意
味
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
明
治
十
年
代
に
近
代
的
教
育
の
学
問
偏
重
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
大
谷
派
が
、「
教
学
二
途
」
を
謳
っ
て
教
育
改
革

を
開
始
す
る
と
、
明
治
二
十
年
前
後
か
ら
新
義
派
を
含
め
他
宗
で
も
同
様
の
動
き
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
明
治
二
十
一
年
に

「
教
学
部
」
を
設
置
し
た
大
谷
派
を
皮
切
り
に
、
三
十
年
前
後
か
ら
他
宗
に
も
教
学
部
（
課
）
が
設
け
ら
れ
、「
学
事
・
布
教
・
教
師

補
任
」
の
制
度
化
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
同
時
に
、
学
問
と
布
教
の
分
離
が
顕
在
化
し
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い

る
。
智
山
派
の
場
合
は
と
く
に
宗
学
校
で
の
学
問
を
「
教
学
」
と
見
な
し
「
布
教
」
と
の
区
分
を
認
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

二
、
教
師
と
は
何
も
の
か

　

以
上
の
よ
う
に
、「
教
学
」
は
広
義
に
は
「
布
教0

・
興
学0

」、
狭
義
に
は
「
学
校
に
お
け
る
学
問
や
仏
教
研
究
」
と
捉
え
ら
れ
て
き

た
が
、
宗
派
に
お
い
て
は
「
学0

問
を
教0

え
る
」
組
織
す
な
わ
ち
、
教
師
育
成
の
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
こ

で
改
め
て
「
教
師
」
と
は
何
も
の
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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明
治
三
年
、
近
代
的
高
等
教
育
を
す
す
め
る
た
め
、
明
治
政
府
は
大
学
の
学
科
と
し
て
教
科
・
法
科
・
理
科
・
医
科
・
文
科
の
五

科
を
設
置
し
た
。
教
科
と
は
国
民
教
化
、
修
身
の
学
科
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
五
年
に
公
布
さ
れ
た
学
制
で
は
、
技
術
的
実
学
的
な

学
問
が
優
先
さ
れ
教
科
は
外
さ
れ
た
。
一
方
で
中
央
集
権
的
体
制
を
固
め
皇
道
宣
布
を
展
開
す
る
た
め
、
政
府
は
明
治
五
年
、
文
部

省
と
は
別
に
教
部
省
を
設
け
、
そ
の
下
で
国
民
教
化
の
基
本
と
な
る
三
条
教
憲
を
定
め
た
。
三
条
教
憲
と
は
「
敬
神
愛
国
の
旨
を
体

す
べ
き
こ
と
」「
天
理
人
道
を
明
に
す
べ
き
こ
と
」「
皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
せ
し
む
べ
き
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
部
省

は
こ
れ
を
教
導
す
る
神
官
と
僧
侶
を
「
教
導
職
」
に
補
し
た
。

　

教
導
職
に
は
十
四
級
（
正
・
権
―

大
中
少
教
正
、
正
・
権
―

大
中
少
講
義
、
正
・
権
訓
導
）
が
定
め
ら
れ
、
六
級
以
上
は
教
部
省

の
直
接
任
命
、
七
級
以
下
は
各
宗
管
長
の
推
薦
と
さ
れ
た）
2（
（

。
翌
年
二
月
に
は
、
先
の
三
条
に
加
え
、「
神
徳
皇
思
の
説
、
人
魂
不
死

の
説
、
天
地
造
化
の
説
、
顕
幽
分
界
の
説
、
愛
国
の
説
、
神
然
の
説
、
鎮
魂
の
説
、
君
臣
の
説
、
父
子
の
説
、
夫
婦
の
説
、
大
政
の

説
」
の
十
一
兼
題
が
加
わ
り
、
こ
れ
ら
に
熟
達
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
品
行
・
人
望
・
学
識
・
講
義
・
篤
志
の
五
科
を
検
査
し
て

教
導
職
が
補
さ
れ
た）
2（
（

。
こ
の
た
め
、
神
官
僧
侶
の
研
修
場
と
し
て
大
中
小
教
院
が
設
け
ら
れ
、
履
修
科
目
が
徹
底
さ
れ）
2（
（

、
翌
年
に
は

僧
侶
は
「
教
導
職
試
補
以
上
の
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
寺
院
住
職
た
る
を
得
ず
」
と
限
定
さ
れ
た）
（（
（

。
こ
の
制
度
は
、
本
願
寺
派
の
島
地
黙

雷
の
反
対
運
動
等
に
よ
り
早
く
も
明
治
十
七
年
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
同
年
発
布
の
太
政
官
布
達
第
十
九
号
に
は
「
神
仏
教
導
職
を
廃

し
寺
院
の
住
職
を
任
免
し
教
師

0

0

の
等
級
を
進
退
す
る
こ
と
は
総
て
各
管
長
に
委
任
」
と
公
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
条
教
憲
や
十

一
兼
題
を
教
導
す
る
任
は
解
か
れ
た
も
の
の
、
僧
侶
に
は
「
教
師
」
と
い
う
階
級
だ
け
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
仏
教
宗
派
に

と
っ
て
は
、
何
を
教
育
す
る
「
教
師
」
を
養
成
す
る
の
か
も
一
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
そ
の
出
発
か
ら
し
て
定
義
の
曖

昧
な
「
教
師
」
た
る
も
の
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
政
府
に
宣
揚
さ
れ
、
そ
の
後
宗
派
に
残
さ
れ
た
「
教
学
」
の
不
明
瞭
さ
と

軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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で
は
、
各
宗
派
は
「
教
師
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
、
教
師
と
な
る
条
件
と
、
教
師
の
役

割
と
に
分
け
て
み
て
み
よ
う
。

　

浄
土
宗
で
は
、
前
述
し
た
明
治
二
十
五
年
の
『
浄
土
宗
制
規
類
纂
』「
第
十
二
章
僧
侶
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
、
続
く
明
治
二

十
八
年
の
『
浄
土
宗
現
行
宗
制
法
規
類
纂
』「
教
師
教
師
補
任
免
規
則
」
で
は
左
記
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
学
高
等

科
の
卒
業
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
な
学
識
を
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
「
教
学
」
す
な
わ
ち
学
問
に
従
事
し
、
伝
道
に
堪
能
な
こ
と
が

教
師
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。

第
十
二
章
僧
侶

　

第
七
十
四
条　

教
師
教
師
補
を
僧
侶
と
す

　

第
七
十
五
条　

教
師
は
宗
学
高
等
科
を
卒
業
し
た
る
者
之
に
任
ず

前
項
の
外
学
識
徳
望
あ
り
て
教
学

0

0

の
事
に
功
績
あ
る
も
の
は
公
会
に
諮
詢
し
て
教
師
に
任
ず
る
こ
と
あ
る
べ
し）
（（
（

教
師
教
師
補
任
免
規
則

　

第
一
条　

教
師
に
任
ず
る
も
の
は
…
外
宗
学
高
等
科
を
卒
業
し
左
の
各
項
を
具
備
し
た
る
も
の
と
す

一　

二
箇
年
巳
上
教
学

0

0

の
実
務
に
従
事
し
現
に
教
師
補
た
る
も
の

一　

本
宗
の
伝
道
に
堪
能
に
し
て
修
身
上
瑕
瑾
な
き
も
の）
（2
（

　

ま
た
明
治
三
十
一
年
宗
制
の
「
僧
侶
分
限
規
則
」
で
は
、
教
師
に
八
級
の
等
級
を
設
け
、
非
教
師
を
讃
衆
・
学
衆
と
に
分
け
て
い
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る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
、
教
師
昇
級
の
条
件
は
学
識
が
あ
り
、「
教
学
」
す
な
わ
ち
学
問
に
携
っ
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
、
教
師
の

任
は
布
教
に
従
事
す
る
こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
師
は
「
教0

え
を
学0

ぶ
」
こ
と
を
条
件
と
し
、「
学0

を
布
教0

す
る
」

任
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

僧
侶
分
限
規
則

　

第
七
条　

教
師
に
し
て
学
徳
練
達
若
く
は
教
学

0

0

及
宗
務
の
事
項
に
就
き
特
に
功
労
あ
る
者
は
其
功
績
選
考
の
上
進
級
せ
し
む
る
こ

と
を
得

　

第
十
一
条　

教
師
は
説
教
法
話
を
執
行
し
総
て
教
導
に
従
事
す
る
を
以
て
任
務
と
す）
（（
（

　

一
方
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
で
は
、「
教
学
」
の
熟
達
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
が
、
布
教
の
任
に
つ
い
て
強
調
す
る
。
明
治
三
十
三

年
の
『
真
宗
大
谷
派
宗
門
時
言
』「
第
二
章
僧
侶
」
の
条
項
で
、
僧
侶
と
は
度
牒
を
授
与
し
た
も
の
の
総
称
で
あ
る
と
し
、
教
師
を

僧
侶
に
し
て
布
教
に
従
事
す
る
者
、
非
教
師
を
未
だ
補
任
せ
ら
れ
ざ
る
者
と
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
衆
に
説
教
が
で
き
る
も
の

は
教
師
に
限
る
が
、
非
教
師
で
あ
っ
て
も
住
職
の
指
示
を
受
け
て
寺
院
の
内
外
で
布
教
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
「
第
四
節
教
師
」
の
条
項
に
は
「
僧
侶
中
布
教
の
重
任
に
耐
え
る
者
に
付
て
之
を
補
任
す
る
こ
と
を
以
て
教
師
は
僧
侶
中
純
粋

な
る
者
」
と
定
義
し
、
教
師
に
十
四
級
（
正
―

権
・
大
中
小
賛
教
、
正
―

権
・
大
中
小
賛
助
、
助
訓
、
準
助
訓
）
を
設
け
、
第
七
級

以
下
を
試
験
検
定
に
よ
り
任
命
す
る
と
し
て
い
る）
（（
（

。

　

し
か
し
、
布
教
の
任
を
強
調
し
て
い
な
い
宗
派
も
あ
る
。
天
台
宗
で
は
、
明
治
四
十
二
年
の
『
天
台
宗
憲
章
並
宗
則
』
に
お
い
て
、
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僧
侶
の
任
を
「
興
学
布
教
」
と
し
、
教
師
の
等
級
を
十
四
級
と
定
め
る
も
の
の）
（（
（

、
教
師
の
任
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
教
師
と
な

る
た
め
に
は
得
度
と
四
度
加
行
修
了
に
よ
り
教
師
試
補
と
な
り
、
宗
学
校
で
指
定
学
科
を
履
修
す
る
こ
と
と
定
め
る
。

　

智
山
派
の
場
合
は
、
明
治
三
十
六
年
の
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
法
規
類
篇
』
に
、
教
師
の
称
号
を
十
五
級
（
正
―

権
・
大
中
少
僧

正
、
正
―

権
・
大
中
少
僧
都
、
正
―

権
・
律
師
、
教
師
試
補
）
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
、
教
師
と
な
る
条
件
を
、
得
度
・

中
学
林
卒
業
お
よ
び
入
壇
灌
頂
と
し
、
教
師
で
な
け
れ
ば
葬
祭
導
師
と
布
教
が
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る
。

第
十
一
章
僧
侶
及
教
師

　

第
四
十
七
条　

本
派
規
定
の
得
度
式
を
了
へ
た
る
も
の
を
僧
侶
と
し
僧
名
を
公
称
せ
し
む

　

第
四
十
九
条　

本
派
僧
侶
は
中
学
林
を
卒
業
し
入
壇
灌
頂
以
上
の
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
教
師
た
る
こ
と
を
得
ず

　

第
五
十
一
条　

教
師
に
あ
ら
ざ
れ
ば
葬
祭
の
導
師
及
び
布
教
を
な
す
こ
と
を
得
ず）
（6
（

　

明
治
三
十
八
年
の
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
宗
典
』
で
は
、
教
師
の
条
件
に
規
定
の
学
科
の
単
位
取
得
が
加
わ
り
、
教
師
の
任
を
教

義
の
宣
布
、
僧
侶
の
任
を
葬
祭
導
師
と
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
教
師
の
称
号
と
し
て
僧
侶
と
異
な
る
八
級
（
大
教
師
、
一
～
六
級
教

師
、
準
教
師
）
を
設
け
た
。
当
宗
制
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
宗
学
校
を
「
教
学
に
堪
能
な
教
師
」、
布
教
練
習
所
を
「
布
教
に
堪

能
な
教
師
」
を
養
成
す
る
場
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
教
師
の
任
と
連
動
し
て
い
る
と
い
え
る
。

第
八
章　

僧
侶
及
教
師
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第
四
十
三
条　

本
派
規
定
の
得
度
式
を
了
へ
度
牒
を
受
け
た
る
も
の
を
僧
侶
と
し
僧
名
を
公
称
せ
し
む

　

第
四
十
四
条　

僧
侶
の
交
衆
を
な
し
入
壇
灌
頂
以
上
の
も
の
に
し
て
本
派
規
定
の
学
科
を
修
む
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
教
師
た
る

こ
と
を
得
ず

　

第
四
十
五
条　

僧
侶
及
教
師
は
本
派
の
法
脈
を
相
承
し
教
義
を
宣
布
し
法
儀
を
執
行
す
る
を
任
と
す

教
師
に
あ
ら
ざ
れ
ば
公
衆
に
対
し
教
義
を
宣
布
す
る
こ
と
を
得
ず　

僧
階
を
有
す
る
僧
侶
に
あ
ら
ざ
れ
ば
葬
祭
の
導
師
た
る
こ
と
を
得
ず）
（（
（

　

た
だ
し
大
正
元
年
の
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
宗
典
』
で
は
、
第
四
十
五
条
第
二
文
の
み
を
「
教
師
に
あ
ら
ざ
れ
ば
公
衆
に
対
し
教

義
を
宣
布
し
葬
祭
の
導
師
た
る
こ
と
を
得
ず
」
と
改
め
、
教
師
と
僧
侶
の
任
の
区
別
を
避
け
て
い
る）
（（
（

。
一
方
、
教
師
の
条
件
と
し
て

は
新
た
に
、
智
山
勧
学
院
の
予
科
・
本
科
三
年
・
研
究
科
二
年
・
大
学
院
二
年
に
取
得
す
る
単
位
に
応
じ
て
、
教
師
試
補
か
ら
権
大

僧
都
ま
で
を
得
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た）
（（
（

。
も
っ
と
も
単
位
取
得
と
教
師
等
級
の
連
関
は
明
治
期
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、

宗
制
で
の
明
記
は
見
ら
れ
な
い
。

　

さ
て
豊
山
派
の
場
合
、
大
正
元
年
の
『
豊
山
派
宗
憲
宗
規
』
に
よ
れ
ば
、「
第
八
章
僧
侶
及
教
師
」
の
条
項
は
、
前
述
の
智
山
派

の
第
四
十
三
条
～
第
四
十
五
条
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
智
山
派
の
第
四
十
五
条
第
二
文
に
相
応
す
る
箇
所
に
は
「
教
師
に
あ

ら
ざ
れ
ば
公
衆
に
対
し
教
義
を
宣
伝
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
あ
り
、
葬
祭
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
教
師
の
称
号
と
し
て

僧
階
の
十
五
級
と
は
異
な
る
八
級
（
大
司
教
、
一
級
～
五
級
司
教
、
準
司
教
、
補
教
）
を
設
け
て
い
る）
（（
（

。
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高
野
派
の
場
合
、
明
治
四
十
四
年
の
『
古
義
真
言
宗
宗
制
類
纂
』
で
は
、
教
師
等
級
十
四
級
を
記
し
、「
第
七
章
僧
侶
及
教
師
」

の
条
項
に
は
、
智
山
派
と
同
様
「
教
師
に
非
ざ
れ
ば
葬
祭
の
導
師
と
な
り
又
布
教
を
な
す
こ
と
を
得
ず
」
と
定
め
て
い
る）
（（
（

。

　

年
代
は
下
る
が
、
昭
和
六
年
の
宗
制
に
は
次
の
通
り
、
教
師
の
任
に
関
す
る
記
載
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

第
九
章　

僧
侶
及
教
師

　

第
六
十
三
条　

得
度
式
を
了
へ
度
牒
を
受
け
た
る
者
を
僧
侶
と
称
し
僧
籍
に
編
入
し
僧
侶
を
公
称
せ
し
む

宗
規
僧
侶
分
限
規
則

　

第
六
条　

教
師
は
四
度
加
行
成
満
受
戒
伝
法
灌
頂
受
了
又
は
別
行
修
行
成
満
の
者
に
対
し
別
を
定
む
る
宗
規
に
よ
り
是
を
補
任
す

　

第
七
条　

僧
侶
は
本
宗
の
法
脈
を
伝
承
し
其
分
限
に
応
じ
教
義
を
宣
布
し
法
儀
を
執
行
す
る
を
任
と
す）
（2
（

　

こ
の
第
六
条
の
「
別
を
定
む
る
宗
規
」
と
は
大
学
林
規
定
こ
と
を
指
す
。
古
義
派
で
は
明
治
十
九
年
に
古
義
大
学
林
を
開
校
し
、

年
級
に
応
じ
た
教
師
等
級
を
設
定
し
て
い
る
。
明
治
二
十
八
年
に
お
い
て
も
、
一
年
目
の
一
・
二
級
で
権
律
師
、
な
い
し
五
年
目
の

八
・
九
級
で
中
僧
都
を
得
る
と
定
め
る）
（（
（

。
た
だ
し
こ
の
宗
制
で
は
教
師
の
任
に
つ
い
て
は
記
載
な
く
、
僧
侶
の
任
と
し
て
教
義
宣
布

と
法
儀
執
行
を
挙
げ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
等
級
だ
け
残
さ
れ
た
「
教
師
」
に
、
各
宗
派
は
そ
の
意
味
づ
け
を
一
任
さ
れ
る
形
と
な
っ

た
。
浄
土
宗
で
は
、
教
師
の
条
件
と
し
て
「
教
学
」（
学
問
・
教
育
）
の
熟
達
を
重
視
し
た
が
、
他
の
宗
派
は
指
定
単
位
の
取
得
、

天
台
宗
や
真
言
宗
で
は
加
え
て
得
度
や
灌
頂
の
修
了
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
教
師
の
任
を
「
布
教
」
と
強
調
す
る
浄
土
宗
や
大
谷
派
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に
比
し
て
、
天
台
宗
や
真
言
宗
で
は
「
教
師
で
な
け
れ
ば
教
義
を
公
衆
に
宣
布
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
積
極
的
に
布
教

や
教
義
の
教
育
に
従
事
す
る
役
割
を
示
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
行
の
『
真
言
宗
智
山
派
宗
法
』
に
よ
れ
ば
、「
得
度
を
畢
り
、

度
牒
を
受
け
て
僧
籍
に
登
録
さ
れ
た
者
を
僧
侶
と
い
い
、
さ
ら
に
一
定
の
行
位
を
履
修
し
、
僧
階
を
取
得
し
た
者
を
教
師
と
い
う
」

と
あ
り
、「
真
言
宗
智
山
派
僧
侶
及
び
教
師
規
定
」
に
は
「
教
師
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
し
て
、
入
壇
以
上
の
行

位
を
履
修
し
た
僧
侶
に
限
る
」
と
あ
る
。
教
義
を
教
え
、
伝
え
、
広
め
る
と
い
っ
た
教
師
の
役
割
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
今
日
も
「
教

師
」
と
い
う
呼
称
は
僧
階
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
そ
の
真
義
は
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
「
教
学
」
の
用
例
を
追
い
、「
教
師
」
の
定
義
を
考
察
し
て
き
た
。
各
項
の
ま
と
め
は
す

で
に
述
べ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
か
ら
智
山
派
に
お
け
る
「
教
学
」
の
用
例
を
図
化
し
ま
と
め
に
か
え
る
。
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M5 教導職

M17 教師

【教学＝カリキュラム】

【狭義の教学】

【広義の教学】

教師等級と科目の整備

↓

余乗　宗乗

普通科目　余乗　宗乗

充実化

整備

【布教】

明治政府

M12真言宗総黌

M19新義大学林　

M19古義大学林

M26新義大学林

M28古義大学林

M33智山派大学林

M36智山勧学院

T2私立大学
智山勧学院

M4文部省

M5-10教部省

M10-33内務省

M32私立学校令
（宗教教育禁止）

M36専門学校令

　

私
た
ち
が
自
明
の
ご
と
く
言
葉
に
す
る
「
教
学
」
に
は
、
近
代
日
本
の
様
々
な
背
景
が
絡
み
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
「
教
学
」

を
見
据
え
る
と
き
、
も
ち
ろ
ん
事
相
や
実
践
的
側
面
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時
に
教
義
を
学
び
伝
え
て
い
く
こ
と
、
ま
た
宗

義
を
他
宗
教
や
思
想
的
立
場
、
一
般
の
人
々
に
敷
衍
す
る
こ
と
も
明
治
以
降
課
題
と
さ
れ
た
「
教
学
」
の
領
域
で
あ
る
。
布
教
と
学

問
の
一
致
と
い
う
近
代
的
な
宣
揚
を
反
省
し
な
が
ら
も
、
現
代
的
に
そ
の
道
を
開
く
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
教
学
二
途　

教
師　

教
導
職　

宗
制　

密
厳
教
報　

六
大
新
報
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註（
１
）
宮
坂
宥
勝
「
智
山
教
学
に
つ
い
て
―
序
説
―
」（『
現
代
密
教
』
第
九

号
、
平
成
九
年
）
八
頁
。

（
２
）
同
、
三
十
四
頁
。

（
３
）
田
中
悠
文
「
近
代
的
仏
教
々
団
と
し
て
の
「
真
言
宗
智
山
派
」
の
成

立
―
「
教
学
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
現
代
密
教
』
第
二
十
四

号
、
平
成
二
十
五
年
）
二
二
八
～
二
三
〇
頁
。

（
４
）『
溪
嵐
拾
葉
集
』
大
正
蔵
二
四
一
〇
「
教
學
ノ
輩
ハ
入
自
文
字
云
テ

下
之
」
五
三
六
上
。「
教
學
ノ
人
ハ
立
道
理
故
ニ
墮
ス
共
ノ
義
」
五

三
九
中
。

（
５
）『
溪
嵐
拾
葉
集
』
大
正
蔵
二
四
一
〇
「
不
立
文
字
宗
故
天
台
教
學
下
之
」

五
三
二
中
。「
即
身
頓
悟
ノ
義
教
學
所
談
超
過
ス
ル
者
乎
」
五
三
一
上
。

（
６
）『
正
法
眼
蔵
』
大
正
蔵
二
五
八
二
、
一
二
六
下
、
一
〇
七
下
。

（
７
）
田
中
前
掲
論
文
、
二
三
一
頁
。

（
８
）
同
、
二
三
二
頁
。

（
９
）「
安
心
試
験
の
成
績
」「
教
学
研
究
会
の
効
能
」（『
密
厳
教
報
』
第
四

号
、
明
治
二
十
二
年
十
月
十
二
日
）
三
十
一
頁
。

（
（（
）「
教
学
研
究
会
」（『
密
厳
教
報
』
第
十
六
号
、
明
治
二
十
三
年
五
月

二
十
五
日
）
三
十
一
頁
。

（
（（
）「
研
究
会
」（『
密
厳
教
報
』
第
四
十
九
号
、
明
治
二
十
四
年
十
月
十

二
日
）
三
十
四
頁
。

（
（2
）
斎
藤
隆
現
「
密
厳
教
の
教
学
を
論
じ
て
宗
門
の
拡
大
を
謀
る
」（『
密

厳
教
報
』
第
五
〇
号
、
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
五
日
）
一
頁
。

（
（（
）「
教
学
」（『
密
厳
教
報
』
第
六
十
二
号
、
明
治
二
十
五
年
四
月
二
十

五
日
）、
一
頁
。

（
（（
）
安
東
信
慧
編
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
宗
典
』（
智
嶺
新
報
社
、
一
九

〇
六
）
七
頁
、
一
七
二
～
一
七
三
頁
。

（
（（
）
福
田
昌
健
編
『
豊
山
派
宗
憲
宗
規
』（
加
持
世
界
社
、
一
九
一
二
）

四
頁
。

（
（6
）「
六
大
新
報
の
本
領
」（『
六
大
新
報
』
第
一
号
、
明
治
三
十
六
年
七

月
二
十
六
日
）
一
頁
。

（
（（
）
土
宜
法
龍
「
祖
風
宣
揚
会
の
設
立
に
就
て
」
同
右
。

（
（（
）「
宗
学
発
揮
」（『
六
大
新
報
』
第
一
五
四
号
、
明
治
三
十
九
年
七
月

二
十
二
日
）
一
～
二
頁
。

（
（（
）
羽
峰
「
立
教
の
精
神
と
教
学
の
方
針
」（『
六
大
新
報
』
第
二
一
四
号
、

明
治
四
〇
年
九
月
二
十
九
日
）
三
頁
、（
同
第
二
一
五
号
、
明
治
四

〇
年
十
月
六
日
）
三
～
四
頁
。

（
2（
）
大
正
大
学
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
正
大
学
五
十
年
略
史
』（
大

正
大
学
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
六
）
十
八
頁
。

（
2（
）
小
野
国
松
編
『
浄
土
宗
制
規
類
纂
』（
一
八
九
二
）
十
一
頁
。

（
22
）
伊
藤
恵
済
編
『
浄
土
宗
現
行
宗
制
法
規
類
纂
』（
三
省
書
房
、
一
八

九
五
）
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
。

（
2（
）
中
村
周
愍
編
『
浄
土
宗
制
規
類
聚
附
・
宗
制
義
解
』（
浄
土
教
報
社
、

一
八
九
八
）
一
四
三
頁
。

（
2（
）『
配
紙
』
一
六
九
一
葉
（
大
谷
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
大
谷

大
学
百
年
史
』
大
谷
大
学
、
二
〇
〇
一
）
九
〇
～
九
十
一
頁
。

（
2（
）
前
掲
『
大
谷
大
学
百
年
史
』、
一
〇
三
～
一
〇
八
頁
。

（
26
）
大
谷
派
本
願
寺
文
書
科
編
『
真
宗
大
谷
派
宗
門
時
言
』（
一
九
〇
〇
）
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四
三
二
～
四
三
三
頁
。

（
2（
）
吉
川
正
通
「
明
治
初
期
の
社
会
教
育
の
一
考
察
（
１
）
教
導
職
に
つ

い
て
」（『
社
會
問
題
研
究
』
一
九
六
八
、
十
八
―

四
）
四
十
六
頁
。

（
2（
）
明
治
六
年
十
一
月
二
十
七
日
教
部
省
布
達
「
大
教
院
并
中
教
院
規
則
」

「
第
六
條　

教
導
職
ハ
一
身
ヲ
以
テ
衆
庶
ノ
模
範
ト
為
レ
ハ
品
行
人

望
学
識
講
義
篤
志
ノ
五
科
ヲ
以
テ
検
査
シ
撰
挙
ス
ル
事
」（『
太
政
類

典
』
第
二
編
、
第
二
五
○
巻
、
国
立
公
文
書
館
蔵
）。
小
平
美
香
「
国

民
教
化
政
策
と
女
教
院
」（『
人
文
』
十
号
、
二
〇
一
一
）
一
九
〇
頁

（
2（
）
小
川
原
正
道
「
大
教
院
の
制
度
と
初
期
の
活
動
」（『
武
蔵
野
短
期
大

学
研
究
紀
要
』
第
十
六
輯
、
二
〇
〇
二
）
一
三
三
頁
。

（
（（
）
吉
川
前
掲
論
文
、
同
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
浄
土
宗
制
規
類
纂
』
十
一
頁
。

（
（2
）
前
掲
『
浄
土
宗
現
行
宗
制
法
規
類
纂
』
一
四
九
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
浄
土
宗
制
規
類
聚
附
・
宗
制
義
解
』
一
九
六
～
一
九
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
真
宗
大
谷
派
宗
門
時
言
』
一
六
〇
～
一
六
九
頁
。

（
（（
）『
天
台
宗
憲
章
並
宗
則
』（
天
台
宗
務
庁
、
一
九
〇
九
）
二
十
七
～
二

十
九
頁
。

（
（6
）
照
円
編
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
法
規
類
篇
』（
智
嶺
新
報
社
、
一
九

〇
三
）
八
～
九
頁
。

（
（（
）
安
東
信
慧
編
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
宗
典
』（
智
嶺
新
報
社
、
一
九

〇
六
）
八
～
九
頁
。

（
（（
）
角
田
頼
恵
編
『
新
義
真
言
宗
智
山
派
宗
典
』（
智
嶺
新
報
社
、
一
九

一
二
）
八
頁
。

（
（（
）
同
、
五
〇
～
五
十
一
頁
。

（
（（
）
福
田
昌
健
編
『
豊
山
派
宗
憲
宗
規
』（
加
持
世
界
社
、
一
九
一
二
）

五
頁
、
七
十
五
頁
。

（
（（
）
真
言
宗
高
野
派
宗
務
所
編
『
高
野
派
宗
制
寺
法
並
宗
規
』（
一
九
一
一
）

七
～
九
頁
。

（
（2
）
古
義
真
言
宗
宗
務
所
編
『
古
義
真
言
宗
宗
制
類
纂
』（
古
義
真
言
宗

宗
務
所
、
一
九
三
一
）
十
一
、
三
〇
八
頁
。

（
（（
）
和
田
性
海
編
『
高
野
山
大
学
五
十
年
史
』（
高
野
山
大
学
校
友
会
、

一
九
三
六
）
三
十
六
頁
、
六
十
九
頁
。
な
お
、
高
野
山
で
は
、
明
治

十
九
年
に
新
義
派
が
独
立
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
高
野
山
に
古

義
大
学
林
を
開
校
し
た
が
、
高
野
派
の
独
立
に
と
も
な
い
明
治
三
十

三
年
に
東
寺
に
移
さ
れ
た
。
高
野
山
に
は
新
た
に
真
言
宗
聯
合
大
学

林
が
発
足
す
る
。
翌
年
真
言
宗
各
宗
派
聯
合
大
学
林
と
改
称
、
明
治

四
十
二
年
に
真
言
宗
聯
合
高
野
大
学
、
大
正
三
年
に
真
言
宗
聯
合
高

野
山
大
学
、
大
正
四
年
か
ら
十
五
年
ま
で
は
真
言
宗
高
野
山
大
学
に

改
称
し
つ
つ
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
変
化
し
て
い
る
。

※
本
稿
に
お
け
る
傍
点
は
強
調
の
た
め
任
意
に
付
け
た
。
引
用
文
の
傍
点
も

筆
者
が
便
宜
的
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。


